
株
式
会
社
深
尾
商

店
名

称

第

百

七

十

一

号

令

和

三

年

一

月

二

十

二

日

新
美

良
夫

代
表
者
氏
名

山
県
市
高
富
一
二
一
二
番

地
の
一

主
た
る
事
務
所
又
は
事
業

所
の
所
在
地

令
和

二
・
一
二
・

一

取

消

年

月

日

(

金
曜
日)

目

次

告

示

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
取
消

(

税

務

課)

三
五
ペ
ー
ジ

○
救
急
病
院
の
認
定

(

医
療
整
備
課)

三
五

○
知
事
指
定
薬
物
の
指
定

(

薬
務
水
道
課)

三
六

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)

三
六

公

示

○
指
定
管
理
者
の
指
定

(

地
域
ス
ポ
ー
ツ
課)

三
七

○
指
定
管
理
者
の
指
定

(
環
境
企
画
課)

三
八

○
指
定
管
理
者
の
指
定

(
文
化
創
造
課)

三
八

○
指
定
管
理
者
の
指
定

(

文
化
伝
承
課)

三
九

○
指
定
管
理
者
の
指
定

(

健
康
福
祉
政
策
課)

三
九

○
指
定
管
理
者
の
指
定

(

高
齢
福
祉
課)

三
九

○
指
定
管
理
者
の
指
定

(

障
害
福
祉
課)
四
〇

○
指
定
管
理
者
の
指
定

(

子
ど
も
家
庭
課)
四
二

○
指
定
管
理
者
の
指
定

(

新
産
業
・
エ
ネ
ル
ギ
ー
振
興
課)

四
二

○
指
定
管
理
者
の
指
定

(

地
域
産
業
課)

四
三

○
指
定
管
理
者
の
指
定

(

畜
産
振
興
課)

四
三

○
土
地
改
良
区
の
設
立
の
適
当
の
決
定

(

農
地
整
備
課)

四
三

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

(

同

)

四
三

○
指
定
管
理
者
の
指
定

(

砂

防

課)

四
三

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
十
七
号

地
方
税
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号)

第
百
四
十
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

次
の
と
お
り
軽
油
引
取
税
に
係
る
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
十
八
号

次
の
医
療
機
関
を
救
急
診
療
所
と
し
て
令
和
二
年
十
二
月
二
日
認
定
し
た
の
で
、
救
急
病
院
等
を
定

め
る
省
令(

昭
和
三
十
九
年
厚
生
省
令
第
八
号)

第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

医

療

機

関

名

所

在

地

有

効

期

限

フ
ェ
ニ
ッ
ク
ス
総
合
ク
リ

ニ
ッ
ク

各
務
原
市
鵜
沼
各
務
原
町
六
丁
目
五
〇

番
地

令
和

五
・
一
二
・

二
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○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日



道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

恵

那

八
百
津
線

路
線
名

国

府

見

座
線

路
線
名

恵
那
市
笠
置
町
河
合
字
江
口

一
六
〇
五
番
一
五
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

一
六
〇
六
番
一
地
先
ま
で

区

間

高
山
市
国
府
町
八
日
町
字
馬

道
一
八
四
〇
番
二
五
地
先
か

ら同

市
同

町
同

字
同

一
八
四
〇
番
三
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別 後 前 区

域
変
更
前
後
別�･�〜��･� �･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル) ��･�〜���･� ��･�〜��･� 敷
地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

備

考

岐
阜
県
告
示
第
二
十
九
号

岐
阜
県
薬
物
の
濫
用
の
防
止
に
関
す
る
条
例

(

平
成
二
十
六
年
岐
阜
県
条
例
第
五
十
六
号
。
以
下

｢

条
例｣
と
い
う
。)

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定
薬
物
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
の

で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

知
事
指
定
薬
物
の
名
称

１

エ
チ
ル
＝
二
‐[

一
‐(

五
‐
フ
ル
オ
ロ
ペ
ン
チ
ル)

‐
一
Ｈ
‐
イ
ン
ダ
ゾ
ー
ル
‐
三
‐
カ
ル

ボ
キ
サ
ミ
ド]

‐
三
・
三
‐
ジ
メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類(

通
称
五
Ｆ
‐
Ｅ
Ｄ
Ｍ
Ｂ

‐
Ｐ
Ｉ
Ｎ
Ａ
Ｃ
Ａ)

２

メ
チ
ル
＝[

一
‐(

四
‐
フ
ル
オ
ロ
ベ
ン
ジ
ル)

‐
一
Ｈ
‐
イ
ン
ド
ー
ル
‐
三
‐
カ
ル
ボ
キ
サ

ミ
ド]

‐
三
‐
メ
チ
ル
ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類(

通
称
Ａ
Ｍ
Ｂ
‐
Ｆ
Ｕ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
Ａ
、
Ｍ
Ｍ

Ｂ
‐
Ｆ
Ｕ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
Ａ)

３

(

八
Ｒ)

‐
一
‐(

シ
ク
ロ
プ
ロ
パ
ン
カ
ル
ボ
ニ
ル)
‐
Ｎ
・
Ｎ
‐
ジ
エ
チ
ル
‐
六
‐
メ
チ
ル

‐
九
・
十
‐
ジ
デ
ヒ
ド
ロ
エ
ル
ゴ
リ
ン
‐
八
‐
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド
及
び
そ
の
塩
類(

通
称
一
ｃ
Ｐ

‐
Ｌ
Ｓ
Ｄ)

４

メ
チ
ル
＝
三
‐
メ
チ
ル
‐
二
‐[

一
‐(

ペ
ン
ト
‐
四
‐
エ
ン
‐
一
‐
イ
ル)

‐
一
Ｈ
‐
イ
ン

ド
ー
ル
‐
三
‐
カ
ル
ボ
キ
サ
ミ
ド]

ブ
タ
ノ
ア
ー
ト
及
び
そ
の
塩
類(

通
称
Ｍ
Ｍ
Ｂ
‐
〇
二
二
、

Ａ
Ｍ
Ｂ
‐
四
ｅ
ｎ
‐
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ａ
、
Ｍ
Ｍ
Ｂ
‐
四
ｅ
ｎ
‐
Ｐ
Ｉ
Ｃ
Ａ)

二

指
定
の
理
由

条
例
第
二
条
第
七
号
に
掲
げ
る
薬
物
に
該
当
し
、
県
の
区
域
内
に
お
い
て
濫
用
さ
れ
る
お
そ
れ
が

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
た
め
。

三

指
定
の
効
力
が
発
生
す
る
日

令
和
三
年
一
月
二
十
三
日

岐
阜
県
告
示
第
三
十
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
古
川
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
三
十
一
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
恵
那
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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県
道

恵

那

八
百
津
線

恵

那

八
百
津
線

恵

那

八
百
津
線

恵

那

八
百
津
線

恵

那

八
百
津
線

恵

那

八
百
津
線

恵

那

八
百
津
線

恵
那
市
飯
地
町
字
曲
り
戸
一

〇
九
八
番
二
一
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
同

一

〇
九
五
番
九
地
先
ま
で

恵
那
市
飯
地
町
字
鳥
帽
子
岩

一
一
七
四
番
六
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
曲
り
戸
一

〇
九
八
番
二
四
地
先
ま
で

恵
那
市
飯
地
町
字
鳥
帽
子
岩

一
一
六
二
番
六
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
同

一
一
六
二
番
一
地
先
ま
で

恵
那
市
飯
地
町
字
鳥
帽
子
岩

一
一
四
三
番
七
七
地
先
か
ら

同

市
同

町
字
同

一
一
四
三
番
四
五
地
先
ま
で

恵
那
市
笠
置
町
河
合
字
下
栃

一
九
一
五
番
六
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

一
九
二
三
番
二
三
地
先
ま
で

恵
那
市
笠
置
町
河
合
字
下
栃

一
九
一
四
番
三
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
同

一
九
二
三
番
二
二
地
先
ま
で

恵
那
市
笠
置
町
河
合
字
栃
久

保
一
六
七
〇
番
一
五
地
先
か

ら同

市
同

町
同

字
同

一
七
六
二
番
七
地
先
ま
で

後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前 後 前��･�〜��･� ��･�〜��･� ��･�〜��･� �･�〜��･� ��･�〜��･� �･�〜��･� �･�〜��･� �･�〜��･� ��･�〜��･� �･�〜��･� ��･�〜��･� ��･�〜��･� ��･�〜��･� �･�〜��･���･� ��･� ���･� ���･� ��･� ��･� ��･� ��･� ���･� ���･� ��･� ��･� ���･� ���･�
県
道

道
路
の
種
類

可

児

金

山
線

路
線
名

美
濃
加
茂
市
下
米
田
町
今
字

下
モ
田
五
八
八
番
一
地
先
か

ら同

市
同

町
同
字

県

五
三
六
番
一
地
先
ま

で
区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

岐
阜
県
告
示
第
三
十
二
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
三
年
一
月
二
十
二
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
可
茂
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

公

示

〇
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
ア
リ
ー
ナ
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条
の
二

第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
ア
リ
ー
ナ
条
例(

昭
和
四
十

年
岐
阜
県
条
例
第
三
号)

第
十
五
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体
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岐
阜
ア
リ
ー
ナ
運
営
共
同
体

代
表
者

小
森

崇
稔

構
成
員

岐
阜
市
大
蔵
台
一
〇
番
二
八
号

ド
ル
フ
ィ
ン
株
式
会
社

静
岡
県
浜
松
市
中
区
寺
島
町
二
〇
〇
番
地

株
式
会
社
河
合
楽
器
製
作
所

二

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

○
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
グ
リ
ー
ン
ス
タ
ジ
ア
ム
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百

四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
グ
リ
ー
ン

ス
タ
ジ
ア
ム
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
八
号)
第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

各
務
原
市
那
加
桜
町
一
丁
目
六
九
番
地

各
務
原
市

代
表
者

浅
野

健
司

二

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

○
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
川
辺
漕そ

う

艇
場
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条

の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
川
辺
漕そ

う

艇
場
条
例

(

平
成
二
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
八
号)

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

加
茂
郡
川
辺
町
中
川
辺
一
五
一
八
番
地
の
四

川
辺
町

代
表
者

佐
藤

光
宏

二

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

○
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
東
海
自
然
歩
道
関
ケ
原
ビ
ジ
タ
ー
セ
ン
タ
ー
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第

六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、

岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

第
六
条

の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
関
ケ
原
八
九
四
番
地
の
五
八

関
ケ
原
町

代
表
者

西
脇

康
世

二

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

○
指
定
管
理
者
の
指
定

飛�
・
世
界
生
活
文
化
セ
ン
タ
ー
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二

百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
飛�
・
世
界
生

活
文
化
セ
ン
タ
ー
条
例(

平
成
十
二
年
岐
阜
県
条
例
第
六
十
三
号)

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

飛
騨
コ
ン
ソ
ー
シ
ア
ム

代
表
者

北
村

斉

構
成
員

高
山
市
桐
生
町
七
丁
目
七
八
番
地

日
進
木
工
株
式
会
社

高
山
市
漆
垣
内
町
四
〇
七
番
地
の
三

株
式
会
社
シ
ラ
カ
ワ

高
山
市
漆
垣
内
町
三
一
八
〇

飛�
産
業
株
式
会
社

飛�
市
古
川
町
袈
裟
丸
七
四
一
番
地

株
式
会
社
イ
バ
タ
イ
ン
テ
リ
ア

二

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

○
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
先
端
科
学
技
術
体
験
セ
ン
タ
ー
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
公

の
施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)
第
六
条
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

ト
ー
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
・
中
電
興
業
サ
イ
エ
ン
ス
ワ
ー
ル
ド
運
営
グ
ル
ー
プ

代
表
者

山
村

健
一
郎

構
成
員

東
京
都
千
代
田
区
紀
尾
井
町
三
番
二
三
号

株
式
会
社
ト
ー
タ
ル
メ
デ
ィ
ア
開
発
研
究
所

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
栄
二
丁
目
二
番
五
号

中
電
興
業
株
式
会
社

二

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

○
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
福
祉
・
農
業
会
館
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
公
の
施
設
の
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岐
阜
市
西
鶉
一
丁
目
五
二
番
地

株
式
会
社
三
和
サ
ー
ビ
ス

代
表
者

林

正
和

二

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

○
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
立
寿
楽
苑
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条
の

二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岐
阜
市
下
奈
良
二
丁
目
二
番
一
号

社
会
福
祉
法
人
岐
阜
県
福
祉
事
業
団
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代
表
者

宗
宮

康
浩

二

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

○
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
立
飛�
寿
楽
苑
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四

条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岐
阜
市
下
奈
良
二
丁
目
二
番
一
号

社
会
福
祉
法
人
岐
阜
県
福
祉
事
業
団

代
表
者

宗
宮

康
浩

二

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
立
陽
光
園
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条
の

二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岐
阜
市
下
奈
良
二
丁
目
二
番
一
号

社
会
福
祉
法
人
岐
阜
県
福
祉
事
業
団

代
表
者

宗
宮

康
浩

二

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
立
三
光
園
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条
の

二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岐
阜
市
下
奈
良
二
丁
目
二
番
一
号

社
会
福
祉
法
人
岐
阜
県
福
祉
事
業
団

代
表
者

宗
宮

康
浩

二

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
立
サ
ニ
ー
ヒ
ル
ズ
み
ず
な
み
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第

二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
公
の

施
設
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

第
六
条
の
規
定
に
よ

り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岐
阜
市
下
奈
良
二
丁
目
二
番
一
号

社
会
福
祉
法
人
岐
阜
県
福
祉
事
業
団

代
表
者

宗
宮

康
浩
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二

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
立
幸
報
苑
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条
の

二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岐
阜
市
下
奈
良
二
丁
目
二
番
一
号

社
会
福
祉
法
人
岐
阜
県
福
祉
事
業
団

代
表
者

宗
宮

康
浩

二

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
立
ひ
ま
わ
り
の
丘
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
公
の
施
設
の
設

置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す

る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岐
阜
市
下
奈
良
二
丁
目
二
番
一
号

社
会
福
祉
法
人
岐
阜
県
福
祉
事
業
団

代
表
者

宗
宮

康
浩

二

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
立
み
ど
り
荘
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条

の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岐
阜
市
下
奈
良
二
丁
目
二
番
一
号

社
会
福
祉
法
人
岐
阜
県
福
祉
事
業
団

代
表
者

宗
宮

康
浩

二

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
立
は
な
の
木
苑
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四

条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岐
阜
市
下
奈
良
二
丁
目
二
番
一
号

社
会
福
祉
法
人
岐
阜
県
福
祉
事
業
団

代
表
者

宗
宮

康
浩

二

指
定
の
期
間
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令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
福
祉
友
愛
プ
ー
ル
及
び
岐
阜
県
福
祉
友
愛
ア
リ
ー
ナ
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年

法
律
第
六
十
七
号)
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し

た
の
で
、
岐
阜
県
福
祉
友
愛
プ
ー
ル
条
例(

平
成
二
十
七
年
岐
阜
県
条
例
第
五
十
四
号)

第
十
六
条
及

び
岐
阜
県
福
祉
友
愛
ア
リ
ー
ナ
条
例(

平
成
三
十
年
岐
阜
県
条
例
第
四
十
六
号)

第
十
六
条
の
規
定
に

よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岐
阜
市
下
奈
良
二
丁
目
二
番
一
号

一
般
社
団
法
人
岐
阜
県
障
害
者
ス
ポ
ー
ツ
協
会

代
表
者

岡
本

敏
美

二

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
立
千
草
寮
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条
の

二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及
び

管
理
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岐
阜
市
下
奈
良
二
丁
目
二
番
一
号

社
会
福
祉
法
人
岐
阜
県
福
祉
事
業
団

代
表
者

宗
宮

康
浩

二

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
立
白
鳩
学
園
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条

の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置
及

び
管
理
に
関
す
る
条
例(

昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岐
阜
市
下
奈
良
二
丁
目
二
番
一
号

社
会
福
祉
法
人
岐
阜
県
福
祉
事
業
団

代
表
者

宗
宮

康
浩

二

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
科
学
技
術
振
興
セ
ン
タ
ー
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二

百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
科
学
技

術
振
興
セ
ン
タ
ー
条
例(

平
成
十
年
岐
阜
県
条
例
第
二
十
号)

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岐
阜
市
西
鶉
一
丁
目
五
二
番
地

株
式
会
社
三
和
サ
ー
ビ
ス

代
表
者

林

正
和

二

指
定
の
期
間
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や

さ

か

地

区

施
行
に
係
る
地
区
名

岐
阜
市
下
城
田
寺

土
地
改
良
区

土
地
改
良
区
名

岐
阜
市
下
城
田
寺
地

区 施
行
に
係
る
地
区
名

中

津

川

市

役

所

縦

覧

場

所

岐
阜
市
役
所

縦

覧

場

所
令
和

三
・

一
・
二
二
か
ら

同

・

二
・
二
二
ま
で

縦

覧

期

間

令
和

三
・

一
・
二
二
か
ら

同

・

二
・
二
二
ま
で

縦

覧

期

間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
指
定
管
理
者
の
指
定

セ
ラ
ミ
ッ
ク
パ
ー
ク
Ｍ
Ｉ
み

Ｎ
Ｏ
の

に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百

四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
セ
ラ
ミ
ッ
ク
パ
ー

ク
Ｍ
Ｉ

み

Ｎ
Ｏ
の

条
例(

平
成
十
三
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
二
号)

第
十
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

多
治
見
市
東
町
四
丁
目
二
番
地
の
五

公
益
財
団
法
人
セ
ラ
ミ
ッ
ク
パ
ー
ク
美
濃

代
表
者

古
川

雅
典

二

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
東
濃
牧
場
及
び
岐
阜
県
飛�
牧
場
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
家

畜
育
成
牧
場
の
設
置
、
管
理
及
び
使
用
料
に
関
す
る
条
例(

昭
和
四
十
八
年
岐
阜
県
条
例
第
三
十
四
号)

第
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

岐
阜
市
薮
田
南
五
丁
目
一
四
番
一
二
号

一
般
社
団
法
人
岐
阜
県
農
畜
産
公
社

代
表
者

宗
宮

正
典

二

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
土
地
改
良
区
の
設
立
の
適
当
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地

改
良
区
の
設
立
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
土
地
改
良
事
業
計

画
書
及
び
定
款
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

県
営
土
地
改
良
事
業
の
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
し
、
事
業
計
画
書
の

写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

〇
指
定
管
理
者
の
指
定

岐
阜
県
さ
ぼ
う
遊
学
館
に
係
る
地
方
自
治
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
四
十
四

条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
指
定
管
理
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
岐
阜
県
公
の
施
設
の
設
置

及
び
管
理
に
関
す
る
条
例(
昭
和
三
十
九
年
岐
阜
県
条
例
第
一
号)

第
六
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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令
和
三
年
一
月
二
十
二
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

指
定
管
理
者
と
な
る
団
体

海
津
市
海
津
町
高
須
五
一
五
番
地

海
津
市

代
表
者

松
永

清
彦

二

指
定
の
期
間

令
和
三
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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令
和
三
年
一
月
二
十
二
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


